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平成２５年第４回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２５年１２月６日（金曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員（１４名） 

  議 長  内馬場 克 康 君 

  副議長  五十嵐   聡 君 

   １番  倉 本   賢 君 

   ２番  長谷川 吉 春 君 

   ３番  谷 村 知 重 君 

４番  丸 山 文 靖 君 

   ５番  本 郷 幸 治 君 

   ６番  森 川   明 君 

   ７番  吉 岡 文 子 君 

   ８番  桜 井 龍 雄 君 

   ９番  金 子 義 彦 君 

   10番  高 田 正 則 君 

   12番  小 関 勝 教 君 

   13番  土 井 敏 興 君 

  

◎出席説明員 

市     長  髙 橋 幹 夫 君 

副  市  長  藤 井 英 昭 君 

総 務 部 長  市 川 厚 記 君 

 市 民 部 長  竹 田   隆 君 

保健福祉部長兼福祉事務所長  山 崎 一 広 君 

 経 済 部 長  須 田 正 毅 君 

 都市整備部長  本 田 弘 明 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  後 藤 樹 人 君 

 総務部総務課長  佐 藤   崇 君 

 総 務 部 総 務 課 主 査  平 野 太 一 君 

 

 教育委員会委員長  高 橋 泰 浄 君 

 教  育  長  早 瀬 公 平 君 

教 育 部 長  伊 藤 敦 史 君 

  

 選挙管理委員会委員長  竹 山 哲 郎 君 

 選挙管理委員会事務局長  佐 藤   崇 君 

 

 農業委員会会長  西 川 芳 勝 君 

 農業委員会事務局長  吉 田 寿 幸 君 

 

 監 査 委 員  山 口 隆 慶 君 

 監査事務局長  濵 砂 邦 昭 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  中 平 匡 司 君 

 次     長  三 上   忠 君 

  

午前１０時００分 開議 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

   ５番 本郷幸治議員 

   ６番 森川 明議員 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、一般

質問に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 
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 10 番、高田正則議員。 

●10 番高田正則議員（登壇） 平成 25 年第

４回定例会に当たり、大綱３点につきまして、

市長及び教育長にお伺いいたします。 

 大綱１点目は、地域振興について、市長に

お伺いいたします。その１つ目は、地域経済

の現状についてであります。11 月公表の日銀

の景気判断によりますと、設備投資の改善な

どを背景に、「景気は緩やかに回復しつつあ

る」から「明確に緩やかに回復している」と

上方修正されたところであります。また、大

手全国紙においても、景気が５年前のリーマ

ンショック以前の水準までに回復していると

の報道がなされているところでありますが、

道内においては、札幌市を除く地方都市や本

市においては、設備投資の動きはあるものの、

景気が回復したという実感は無いところであ

ります。 

私は、これまで市内経済の現況について、

何度か一般質問させていただいておりますが、

円安による石油価格の高騰や来年４月からの

消費税率の引き上げなど、景気回復の後退が

予想されている中で、道内及び市内経済がど

のようになっているのか、現状についてお伺

いいたします。 

 その２つ目は、広域観光についてでありま

す。市長は本年５月、サイクリングツアーの

誘致を目指し、空知のサイクリング連絡会の

代表として台湾を訪問し、８月には 10 数名が

美唄を訪れ、歌舞裸祭りにもゲスト参加した

ところであります。新聞報道では、台湾をは

じめシンガポールなど、東南アジア圏の観光

客の入り込みが増加傾向にあり、本市で進め

るサイクリングを呼び水とした台湾観光客の

誘致は、今後とも是非進めていただきたいも

のと考えておりますが、台湾だけではなかな

か交流人口の大幅な増加には結びつかないも

のと考えているところであります。 

市では、広域観光の推進を図るため、台湾

のサイクリングツアーの誘致をはじめ、様々

な広域観光事業を実施していると思いますが、

これまでの主な取り組み内容と今後の事業展

開について、お伺いいたします。 

 その３つ目は、アンテナショップ等の運営

についてであります。岩見沢市が札幌市内の

空き店舗に設置したアンテナショップが、本

年度 300 万円の赤字で経営が厳しい旨の新聞

記事がありました。 

美唄市では平成 21 年７月、進徳町にアンテ

ナショップＰiＰa が設置され、平成 24 年度

からは出店者協議会が自主運営しているとこ

ろでありますが、売り上げ状況、出店者数、

品目や売れ筋はどのようになっているのかな

ど現在の経営状況についてお伺いするととも

に、併せて、アンテナショップではありませ

んが、交流拠点施設に横にある直売所ピパマ

ートや茶志内の直売所についても、その経営

状況をお伺いいたします。 

 その４つ目は、食料備蓄拠点についてであ

ります。美唄市ではこれまで、平成９年に設

立された美唄自然エネルギー研究会や食料備

蓄推進協議会などと連携し、食料備蓄構想の

実現に向け様々な取り組みを行ってきている

ところであり、代表的なものとして、平成 12

年に米穀雪零温貯蔵施設「雪蔵工房」が完成

したところであります。 

この食料備蓄について、国は、北海道の特

性を生かした流通型食料拠点の整備に向けた
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検討を進めているとともに、道では、平成 24

年３月に北海道バックアップ拠点構想を策定

し、食料の安定供給の推進に向け北海道食料

備蓄構想を策定し、雪冷熱等による農産物備

蓄の必要性を示しているところであります。 

これら国や道の動向を踏まえ、本市では、

本年４月に食料備蓄拠点構想を策定し、これ

までの 10 万トン規模の大規模及び１万トン

規模の小規模の備蓄基地に加え、道内で収穫

した農産物を雪氷冷熱を活用した倉庫で冷却

し、産地で出荷調整し、付加価値の高い農産

物を流通させる機能と、災害時や緊急時にも

日用品や食料を迅速に供給できる多目的機能

を兼ね備えた流通型食料倉庫の誘致を目指し、

本年９月には、当時、国土交通省北海道局参

事官、現在は北海道開発局の港湾空港部の川

合部長を講師とした備蓄セミナーを美唄市に

おいて開催し、立地促進に向けた取り組みを

加速させているところでありますが、その後

の協議会の活動状況と、食料備蓄構想の進捗

状況についてお伺いいたします。 

 その５つ目は、季節労働者の通年雇用化へ

の取り組みについてであります。新聞報道で

は、公共工事の発注増等により、非正規従業

員の正規雇用化など、労働環境は徐々に改善

されている旨報道されておりますが、冬場の

工事発注が少ないことから、季節労働者の雇

用環境は依然改善されていないものと考えて

いるところであります。 

美唄市では、通年雇用促進協議会と連携し、

これまで通年雇用化に向けた様々な取り組み

を行っていると思いますが、厳しい経営環境

の中、通年雇用に結びつく例は少ないものと

認識しているところであります。 

ハローワーク岩見沢管内でどのくらいの季

節労働者がいて、このうち美唄市は何人か、

季節労働者の増減傾向、過去３年間の本市に

おける通年雇用化の実績並びに今後の事業の

考え方について、お伺いいたします。 

 大綱２点目は、保健行政について、市長に

お伺いいたします。その１つ目は、乳幼児の

医療費助成についてでありますが、道の乳幼

児拡大実施状況の資料によりますと、道内に

は、乳幼児の医療費の助成について、道の基

準より拡大して実施している自治体が多くあ

りますが、美唄市は実施していないようであ

ります。 

美唄市では、どのような助成の実施状況と

なっているのか、また、乳幼児医療の対象者

数はどのような推移となってきているのか、

お伺いいたします。 

併せて、今後、乳幼児医療の助成を手厚く

していく考えはおありか、お伺いいたします。 

 その２つ目は、肺炎球菌ワクチンの助成に

ついてありますが、全国で肺炎による死亡率

が第４位に位置し、特に 75 歳以上では死亡率

が急激に増加しております。 

肺炎球菌は、中耳炎、髄膜炎などの要因と

なる細菌で、成人の肺炎のうち 25％から 40％

が肺炎球菌によるものと言われており、特に

高齢者での重篤化が問題となっております。

高齢者肺炎球菌ワクチン接種に対し、助成し

ている自治体も多くあるとお聞きしておりま

す。 

高齢者肺炎球菌ワクチンは、高齢者の肺炎

発症予防に大きな効果を発揮することが期待

されておりますが、その助成についてのお考

えをお伺いいたします。 
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 大綱３点目は、教育行政について、教育長

にお伺いいたします。その１つ目は、学力向

上への取り組みについてでありますが、全国

学力・学習状況調査の結果を受けて、本市の

児童・生徒の学力向上にどう取り組んでいく

のか、これまでの経過と今後の進め方につい

てお伺いいたします。 

 その２つ目は、通学路及び校内等における

安全対策についてであります。今年の秋の全

国交通安全運動期間中の９月、京都府八幡市

で登校中の小学生の列に車が突っ込み、児童

５人が怪我をした事故が発生し、昨年４月に

は、京都府亀岡市で 10 人が死傷する事故が起

きるなど、登下校中の小学生が巻き込まれる

事故が相次いでおります。 

通学路における安全確保は全国的に急務で

あり、本市においても通学路の一斉点検を行

ったと承知しておりますが、その後の取り組

み状況についてお伺いいたします。 

また、学校への不審者の侵入対策について

は、平成 13 年の大阪府池田小学校の殺傷事件

以降、各学校で対策は進んでいると思います

が、昨年は、帯広市で金づちで通行人を襲い

逮捕された男が学校等を訪問した事案が発生

するなど、警戒が必要な状況は依然同様かと

思うところであります。 

本市においても、具体的な防犯訓練などを

実施していることと思いますが、今年度の取

り組み状況についてお伺いいたします。 

 その３つ目は、学校施設の耐震化について

でありますが、本市における学校施設の施設

補強としての耐震化は完了したと伺っており

ますが、大規模な地震による揺れで、窓ガラ

スや天井材、壁材などの落下、飛散等による

支障が発生している現状から、非構造物の耐

震化が新たに求められているところでありま

す。 

平成 24 年第２回市議会定例会の一般質問

の教育長のご答弁では、非構造部材への対応

に関しては、今後の課題となっていたことか

ら、これらの動きを踏まえ、非構造部材に関

する点検や対策の手順などについて、具体的

な検討を行ってまいりたいとの見解をいただ

いたところでありますが、学校施設の非構造

部材の耐震化の推進についての具体的な方策

について、改めて教育長のお考えをお伺いい

たします。 

以上、この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 高田議員の質問

にお答え致します。 

 初めに、地域振興について、地域経済の現

状についてでありますが、北海道経済産業局

が 11 月に公表した９月の経済概況によりま

すと、道内経済は公共事業の増加や台湾、タ

イなどの外国人観光客が引き続き増加してお

り、さらには、温泉宿泊客の増加などを背景

に、道内経済は緩やかに持ち直しているとの

判断を示してところであります。 

市内経済につきましては、空知信用金庫が

10月に実施した空知管内の企業を対象とした

業況調査によりますと、アベノミクス効果が

なかったと回答した企業が８割を超え、また、

賃金についても９割以上が据え置いていると

回答していることや、11月には、今年の１月

にオープンした大型家電量販店の撤退などを

踏まえると、依然として厳しい経済状況であ

ると考えているところでございます。 
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 次に、広域観光についてでありますが、一

昨年から美唄、三笠、月形、浦臼の２市２町

が連携をして、広域観光ツアーとして「マガ

ンのねぐら入り、ねぐら立ち見学ツアー」「美

唄が鳥もつ縁、開縁ツアー」などを実施した

ほか、札幌圏の物産展や札幌駅前地下歩行空

間のイベントに参加するとともに、首都圏や

関西圏での物産展の参加に合わせ、近隣市町

村の観光ＰＲを行ってきたところであります。 

また、そらちサイクルツーリズム推進連絡

会が昨年度から取り組んでいるサイクルツー

リズムにつきましては、本年８月の台湾自転

車協会役員招へいツアーをきっかけとして、

今後も台湾との交流を一層深めてまいりたい

と考えているほか、今後、シンガポールなど

東南アジア諸国を対象とした新たなサイクリ

ングツアーを企画していることから、本市と

しましても、空知の連絡会と連携し誘致活動

を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、今後の広域観光の取り組みについて

でありますが、これまで本市に観光客を呼び

込むため、春、秋にマガンが飛来する宮島沼

などの観光資源と「美唄やきとり」など美唄

を代表する食の組み合わせやハスカップ狩り

など、「見たい、体験したい、食べたい」をキ

ーワードに観光ツアーの誘致を進めてきたと

ころであります。 

今後におきましては、平成 30 年を目途に予

定されている美唄富良野線の開通も視野に入

れ、交流拠点施設ゆ～りん館をはじめとして、

市内に宿泊していただく観光ルートを作り上

げていきたいと考えているところでございま

す。 

 次に、アンテナショップの運営についてで

ありますが、初めに、売り上げ状況について

でありますが、平成 21 年度は年度途中の開設

のため、売り上げは 1,634 万円でありました

が、平成 22 年度は 2,590 万円、平成 23 年度

は 3,008 万円、平成 24 年度は 3,171万円とな

っており、今年度も同程度と見込んでいると

ころであります。 

出店者協議会への加盟数につきましては、

開設時は 38 事業者でスタートし、現在は 53

事業者となっているところであります。 

 次に、取扱品目及び売れ筋品目についてで

ありますが、やきとり、とりめし、やきそば

などの食品加工品、米や季節野菜、ぬいぐる

みなどの工業品を含め、平均 300 品目を販売

し、売り上げベースでは食品加工品が約 80％、

農産品・工業製品で約 20％となっており、食

品加工品のうち約８割がやきとり、とりめし、

やきそばの主要商品となっているところであ

ります。 

 次に、経営状況についてでありますが、平

成 21 年度より毎年売り上げは増加している

ところでありますが、平成 24 年度からは、こ

れまで継続して活用していた国や道の補助事

業が終了したことから、経営は極めて厳しい

状況となり、昨年度において約 220 万円の赤

字を計上したところであります。 

また、ピパマート及び茶志内の直売場につ

きましても、売り上げが当初計画を下回って

おり、厳しい運営が予想されてるところでご

ざいます。 

 次に、食料備蓄拠点構想についてでありま

すが、これまで、この構想の実現を目指し、

食料備蓄推進協議会が主催する美唄市、苫小

牧市、釧路市での各セミナーに美唄市食料備
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蓄推進協議会とともに参加し、釧路市では、

美唄市での雪冷熱エネルギーの利活用につい

て事例発表し、本市の取り組みについて参加

者に関心を持っていただいたところでありま

す。 

本年３月に国がまとめた「産地と流通基地

を結ぶ新たな流通システムに関する報告書」

において、本市は産地立地型備蓄の可能性が

示されたところであり、これを受けて食料流

通備蓄推進協議会では専門部会を設け、本市

への備蓄倉庫の立地を目指し、現在、具体的

な計画づくりを進めているところであります。 

この計画の実現に向けては、国や道の支援

はもとより、備蓄する農産物や事業主体のあ

り方など様々な課題がありますが、市としま

しては、食料備蓄倉庫の建設は、基幹産業の

農業にとっては農産物の安定的な供給が図ら

れるとともに、新たな雇用が期待できますこ

とから、全道及び本市の協議会との連携を強

化し、実現に向けた活動を一層推進してまい

りたいと考えております。 

 次に、季節労働者の通年雇用化への取り組

みについてでありますが、本市では、平成 19

年８月に美唄市季節労働者通年雇用促進協議

会を設立し、これまで、冬期間に離職を余儀

なくされる季節労働者の方々を対象に、厚生

労働省の委託事業として就職促進セミナーや

玉掛けや小型クレーン、フォークリフトなど

資格取得に係る各種支援事業を実施している

ほか、地域独自の事業として求人情報の提供

をはじめ、定期的な企業訪問を通じて、通年

雇用奨励金など雇用支援制度の活用を促して

いるところであります。 

 次に、季節労働者の推移についてでありま

すが、本年３月 31 日現在では、ハローワーク

岩見沢管内で 2,306 人、このうち本市は 574

人となっており、毎年減少傾向にあります。 

また、過去３年間における通年雇用化の実

績につきましては、平成 22 年度は２名、平成

23 年度は２名、平成 24 年度は１名、いずれ

も重機関連の資格を取得した方が建設業関連

の企業に就職したところであります。 

市としましては、雇用環境が極めて厳しい

状況の中、この季節労働者の通年雇用に向け

ての取り組みは、就労機会の創出につながる

ことから、今後とも協議会との連携を強化し、

事業内容の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、保健行政について、乳幼児等の医療

費助成についてでありますが、本市の乳幼児

等医療費助成は、北海道の医療給付補助基準

と同一基準とし、０歳から２歳までは、課税

区分を問わず、入院及び通院の自己負担額か

ら一部負担金を除いた額を助成しております。 

また、３歳から未就学の６歳までは、非課

税世帯には、入院及び通院の自己負担額から

一部負担金を除いた額を助成、課税世帯には、

自己負担額から１割を負担していただき、残

りの全額を助成しております。 

なお、小学生は、入院の自己負担額から非

課税世帯は一部負担金を除いた額を、課税世

帯は１割の自己負担とし、残りを全額助成し

ております。 

 次に、受給対象者数についてでありますが、

平成 22年度末で 823人、平成 23年度末で 834

人、平成 24 年度末で 792 人、本年 11 月末現

在では 725 人となっており、人数は減少傾向

にあります。 
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今後におきましては、子育て世帯の経済的

な負担を軽減し、安心して子育てができるよ

う、助成の拡充に向けて十分に検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、肺炎球菌ワクチンの助成についてで

ありますが、現在、厚生科学審議会における

予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針

部会では、定期予防接種に向けて接種の方法

などの検討が行われております。 

本市といたしましては、疾病の発生を防止

し国民の健康を保持する観点から、ワクチン

で防げる疾病は、可能な限り早期に定期予防

接種化すべきであると考えております。 

いずれにいたしましても、国において、平

成 25 年度中に定期予防接種に追加するかの

結論を出すことで現在協議されておりますこ

とから、今後も国の動向を注視して参りたい

と考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君（登壇） 高田議員の質

問にお答えいたします。 

 初めに、学力向上への取り組みについてで

ございますが、本年４月に実施いたしました

全国学力・学習状況調査については、各学校

では自校の結果や学力傾向の分析を行い、学

力向上の具体的な方策を取りまとめた学校改

善プランを作成して、年内を目途に、保護者

や地域の皆さんにお知らせすることとしてお

ります。 

また、教育委員会といたしましては、７月

に校長、教頭、教員等で構成する学力向上プ

ロジェクトチームを編成して、結果の分析や

考察を行っていただき、去る 12 月４日に提言

を受けたところであります。これを「確かな

学力育成プラン」として、来年１月以降、教

育委員会のホームページに掲載する予定とし

ております。 

今後、このプランに基づき、本市の児童・

生徒の実情や課題に合った授業改善、あるい

は家庭と連携した家庭学習の充実など、効果

的な実現に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。 

 次に、通学路などの安全対策等についてで

ありますが、通学路の安全点検につきまして

は、昨年５月、一斉点検を行い、８月には教

育委員会を中心に警察や道路管理者による危

険箇所の合同点検を実施いたしました。 

その結果、中央小学校区では信号の新設を

すべき交差点があったため、公安委員会に対

して設置の要望を行いました。しかし、現段

階では、まだ設置には至っておりません。 

東小学校区及び峰延小学校区では、大型車

両の通行量が多い路線について、付近に学校

があることを知らせる警戒標識等を設置する

こととし、本年度から３年程度をかけ、順次

整備を進めることとしております。 

南美唄小学校区では、児童・生徒が多く通

行する箇所に、昨年、注意看板２基を設置し

たほか、既存の警戒標識が傷んでいるものが

あったため、本年度更新を行うこととしてお

ります。 

各学校では、学期ごとに通学路を中心とし

た交通安全指導を継続して行っているほか、

今年度、学校安全マップの作製や更新を行い、

登下校時に注意すべき箇所などを具体的に示

し、児童・生徒に指導するとともに、保護者

への周知や協力のお願いなどをすることとし
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ております。 

また、児童・生徒の登下校時の安全確保に

関しては、青少年指導部会や防犯協会の活動、

町内会やせわずき・せわやき隊の皆さんによ

る見守りや声かけなどでご協力をいただいて

いるほか、美唄警察署では、パトロールをき

め細かく実施していただくなど、地域全体で

取り組みが進められているところであります。 

 次に、不審者対策についてでありますが、

小中学校では、「不審者への対応マニュアル」

をつくり、これに基づく防犯訓練を実施して

きており、今年度も隔年実施の１校を除き５

校で防犯教育も含めて実施済みであり、３校

は３学期に実施を予定しております。 

美唄警察署の協力をいただき実施した学校

では、「さすまた」の操作の指導を受けるとと

もに、アドバイスとして、玄関の施錠とイン

ターホンを活用した不審者の侵入防止対策の

確実な実施や、侵入者が仮に入ってきた場合

の児童・生徒と教職員だけにわかる校内放送

による連絡の方法、あるいは避難経路の確認

などを指導していただいているところです。 

いずれにいたしましても、校内・校外を問

わず、児童生徒の安全確保につきましては、

教育委員会、学校、保護者のほか地域の皆さ

んや警察、道路管理者など、多くの関係者の

皆さんとともに、継続して実施していかなけ

ればならないと考えているところであります。 

 次に、学校施設の耐震化についてでありま

すが、学校施設は児童・生徒が１日の大半を

過ごす学習や生活の場であるとともに、災害

発生時には地域住民の避難場所となることか

ら、新耐震基準以前に建てられた小中学校の

校舎や屋内体育館については、耐震診断に基

づく必要な耐震補強工事を完了しております

が、東日本大震災では、学校の屋内運動場等

の吊り天井が落下した事象等が多数発生して

おります。 

本市には、吊り天井の屋内運動場はありま

せんが、照明器具、バスケットゴール等の構

造体以外の非構造部材の設備があることから、

教育委員会といたしましては、平成 27 年度ま

でにすべての小中学校の耐震点検を実施し、

その結果に基づき、補強等の改修が必要な場

合は早急に対策を講じてまいりたいと考えて

いるところであります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 10 番、高田正則議員。 

●10番高田正則議員 一通りお答えをいただ

きました。 

自席から、再質問させていただきます。 

 地域経済の現状についてでありますが、４

月からの消費税の引き上げにより、市内の企

業は、消費の落ち込みなどによりまして、影

響を受けることが懸念されるところでありま

すけども、市としての対策等をお考えか、お

伺いをいたします。 

 次に、広域観光についてでありますけども、

先ほど交流拠点施設ゆ～りん館をはじめとし

て、市内に宿泊していいただきたい旨のご答

弁がありましたが、ゆ～りん館は、今月でオ

ープンから 10年を迎え、設備の老朽化も進ん

できていると考えます。美唄富良野線の開通

に合わせ、美唄を訪れる市外観光客は大幅に

増加するものと思いますが、宿泊施設が古く

ては素通り観光になってしまうことも考えら

れます。 

市外の観光客を呼び込むためには、観光客
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が気持ちよく宿泊できるよう施設整備が必要

と考えますが、これまでの整備状況、今後の

整備計画について、市としてどのようにお考

えかお伺いをいたします。 

 次に、アンテナショップ等の運営について

でありますけども、アンテナショップを含め、

いずれの直売所も経営が厳しいとのご答弁で

ありましたが、市として、何か支援策をお考

えかお伺いをいたします。 

食料備蓄拠点についてでありますけども、

苫小牧市では、苫小牧市長が先頭に立って、

誘致に積極的な考えを示しているとお聞きし

ております。 

今後の美唄市の取り組みについての市長の

考えを改めてお伺いをいたします。 

 学力向上に向けた取り組みについてであり

ますが、学力向上に向けては、教師力の向上

が何よりも重要であると感じているところで

あります。 

教師力を高めていくための取り組みとして、

これまでの確かな学力育成プランによります

と、公開授業の実施や教師の研修の推進があ

げられておりますが、今年度の実施状況はど

のようになっているのか、お伺いをいたしま

す。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 高田議員の質問にお答え

いたします。 

 初めに、消費税の引き上げによる影響に対

する対策についてでありますが、消費税が引

き上げられますと、消費が落ち込むことが想

定され、これに伴い企業の経営に少なからず

影響を及ぼすものと考えております。 

市としましては、中小企業の経営の安定を

図るという観点から、中小企業者への資金需

要に対し、適切に対応できる資金を確保する

ことが必要と考えており、運転資金など、中

小企業等振興資金貸付を必要に応じ活用して

いただくとともに、政府系金融機関の日本政

策金融公庫が低利で融資するセーフティーネ

ット保証融資制度の活用についても周知をし

てまいりたいと考えております。 

 次に、ゆ～りん館の整備状況についてであ

りますが、平成 18 年度は、浴槽のかさ上げで

120万円、平成 21 年度は、空調機整備などで

232万円、平成 22 年度は、送迎バスや湿温蔵

庫などで 148万円、平成 23 年度は、水風呂冷

却装置や泡風呂ろ過器整備などで 745 万円、

平成 24 年度は、冷房空調設備や送迎バスの整

備で 365 万円、今年度は、温泉水循環系統や

ろ材交換などで 1,020 万円の予算を措置した

ところであります。 

今後の整備についてでありますが、開設か

ら 10 年が経過し、冷房空調機やボイラー設備

など耐用年数を超える時期となっております

ことから、これらについては、緊急性の高い

ものから段階的に更新をしていく必要がある

ものと考えております。 

 次に、アンテナショップ等の今後の方向性

についてでありますけど、いずれの直売所も

運営協議会が自主運営をしており、自助努力

を基本としておりますが、市といたしまして

は、市が参加する様々なイベントにおいて各

直売所で取り扱う特産品を積極的にＰＲする

など、売り上げの増加に結びつくよう協力し

てまいりたいと考えております。 

 次に、食料備蓄拠点に関する対する今後の

取り組みについてでありますが、道が策定し
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た北海道バックアップ拠点構想では、重点的

取り組みとして、エネルギー・食料の安定供

給をあげており、その中で、農産物の産地貯

蔵の取り組み拡大に向けた調査・検討を通じ、

食料備蓄基地構想の推進を図るとされており

ます。 

また、同じく大災害時の緊急支援として、

被災地等への食料供給の円滑化に向けた調査

検討も実施されており、こうした道の動きや

美唄市食料備蓄推進協議会、また、美唄自然

エネルギー研究会と連携して、取り組みを強

化してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君 高田議員の質問にお答

えいたします。 

 公開授業の実施状況等についてであります

が、今年度、本市の公開研究指定校として、

茶志内小学校、東中学校、美唄中学校、峰延

中学校、南美唄中学校の５校を指定し、それ

ぞれ 11 月に公開授業を行ったところであり

ます。 

また、北海道教育委員会が指定しているも

のとしては、茶志内小学校が地域連携研修主

体校として、市内４校とともに合同研修を、

市内中学校が月形中学校の連携校として合同

研修を、いずれも 11 月に実施しており、来年

１月には、中央小学校がふるさと教育実践校

として、授業公開及び研究発表を行う予定で

あります。 

教員の研修活動については、各校の校内研

修をはじめ、道立教育研究所や道立特別支援

教育センター、空知教育センターでの専門研

修、教科別には、美唄市教育研究協議会によ

る 16 部会ごとの研修、算数セミナー、ＩＣＴ

研修、カウンセリング研修、特別支援教育研

修、小中連携を中心として協議を行う学力向

上サポートセミナーなどの開催などを通して、

時代状況や学校課題に対応した教員一人一人

の資質と実践力アップに取り組み、指導力の

充実や授業技術の改善に努めているところで

あります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

 ７番、吉岡文子議員。 

●７番吉岡文子議員（登壇） 2013年第４回

定例会に当たり、大綱４点について、市長及

び教育長に質問いたします。 

 質問に入る前に、一言申し上げます。 

安倍晋三政権とその与党の自民、公明両党

は、憲法の民主主義、基本的人権、平和主義

の原則を根本から踏みにじる違憲の悪法、秘

密保護法を、衆議院でも参議院でも、強行採

決に次ぐ強行採決で成立させようとしていま

す。 

国民各層に広がる反対の声を押しつぶして

成立させることへの恥じらいもためらいもな

いのでしょうか。秘密保護法案をめぐる国会

の事態に沸き上がる怒りを静める術が見つか

りません。 

安倍政権の暴走の１歩１歩が、国民との新

たな矛盾と破綻を引き起こすことは確実にな

ると考えます。 

質問に入ります。 

 大綱のその１は、地域経済の現状について

であります。アベノミクスにより、大都市周

辺では景気が回復傾向だと言われています。

折しも年末商戦真っ最中で、高額商品の売れ
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行きがいいとの報道もありますが、しかし、

昨日の北海道新聞には全道世論調査の結果が

掲載されており、今春以降、世帯収入が減っ

た割合が 27％、変わらないが 67％で、北海道

民の暮らしは依然として厳しい状況に置かれ

ているのではないのでしょうか。 

振り返りまして、本市の地域経済の現状に

ついてですが、商業や工業の事業所数、従業

員数、商品販売額・出荷額について、直近の

統計調査結果と５年前の比較についてどのよ

うだったのか伺います。 

また、有効求人倍率についてですけれども、

全国、道内、管内の数値についての比較もお

伺いたします。 

 大綱のその２は、住宅改修促進助成事業に

ついてです。初めに、本年度のこの事業の利

用状況について、バリアフリー、断熱、それ

ぞれの件数と、助成額と契約額について伺い

ます。 

 次に、この事業の過去３年間の実績につい

て、年次ごとのバリアフリー、断熱、それぞ

れの件数と、助成額、契約額についてお伺い

いたします。 

 次に、市内経済への影響についてお伺いい

たします。この事業は市内業者に限定しての

助成となっていて、地域内循環を意図してい

るものと認識しております。 

過去３年間の実績を踏まえ、地域経済にど

のような影響をもたらしているのか、お伺い

いたします。 

 次に、この事業は本年度で６年目になりま

すが、この間、私は、他市の状況と比較して

本市の助成内容を広げることを提案した経過

もあります。 

この事業の今後の方向性と課題についてお

伺いいたします。 

 大綱のその３は、後期高齢者医療保険につ

いてお伺いいたします。私から言うまでもな

く、この制度は、世界的に見ても例のない国

民を 75 歳という年齢において差別する医療

保険制度です。2008年４月に実施されました。 

国民的な反対の中、制度廃止を唱えた民主

党政権が 2009年に誕生しましたが、廃止は実

現されずに現在に至っております。 

日本共産党は、この制度については、準備

段階から反対の姿勢を貫き通しております。 

まず最初に、本市の後期高齢者医療保険の

被保険者の推移についてお伺いいたします。 

 次に、保険料についてお伺いいたします。

保険料はどのような仕組みになっていますか。 

北海道内を１つの広域連合として考えてい

るわけですけれども、美唄市における後期高

齢者の所得は、全道平均よりも少ないと考え

ますけれども、軽減となっている方々はどれ

ぐらいなのか、また、今後のこの後期高齢者

医療保険の保険料の考え方についてもお伺い

いたします。 

 次に、保険料の滞納状況と処分についてで

すが、滞納者数と金額の過去３年間の推移、

滞納の理由、短期証発行数、資格証発行数、

滞納処分状況についてお伺いいたします。 

 次に、後期高齢者医療保険における被保険

者の健診、受診状況についてですが、受診率

が４％前後と低い水準にあると認識しており

ますが、この状況についてどのようにお考え

なのか、また、今後、受診率を引き上げるた

めにどう取り組もうとされているのかについ

てお伺いいたします。 
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 大綱のその４点は、教育行政について教育

長にお伺いいたします。第１には、本市の児

童・生徒の健全な体力の育成についてですが、

まず初めに、本市の児童・生徒の体力の実態

についてお伺いいたします。 

 次に、本市が児童・生徒の体力向上の一環

として取り組んでおられる一校一実践につい

て、その実態についてお伺いいたします。 

 次に、携帯電話についてお伺いいたします。

全国的には携帯電話のメールやスマートフォ

ンのラインにまつわる、いじめや殺人事件な

どの報道があります。本市、児童・生徒の携

帯電話の所有の実態及び学校現場での携帯電

話の取り扱いについてお伺いいたします。 

 次に、学校給食費についてお伺いいたしま

す。来年４月から消費税増税が予定されてお

りますが、美唄市における学校給食について

はどのような扱いになっていくのか、お伺い

いたします。 

以上、この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 吉岡議員の質問

にお答えいたします。 

 初めに、住宅改修促進助成事業について、

今後の方向性と課題についてでありますが、

本制度につきましては、断熱改修の追加や収

入要件の廃止など、制度を見直ししてまいり

ましたが、今後はさらに多くの市民が利用さ

れ高齢な方々の居住環境の向上が図られるよ

う、制度の内容を十分検討するとともに市民

への周知を図り、次年度以降も引き続き、高

齢者の方が安心して住み続けられる住まいづ

くりに向け取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、後期高齢者医療保険について、被保

険者数の推移についてでありますが、後期高

齢者医療制度に加入されている美唄市の過去

３年間における被保険者数は、平成 22 年度末

では 4,773 人、平成 23 年度末では 4,825 人、

平成 24年度末では 4,826人となっております。 

 次に、保険料についてでありますが、後期

高齢者医療の保険料については、北海道後期

高齢者医療広域連合において料率が定められ

ているところであり、加入者一人一人に対し、

均等割と所得に応じた所得割の合計が賦課さ

れる仕組みとなっております。 

低所得者等の保険料額の軽減は、均等割に

おいては、本年度当初賦課時点で申し上げま

すと、９割軽減が 1,845人、8.5 割軽減が 968

人、５割軽減が 133 人、２割軽減が 392 人で

合計 3,338 人となっており、割合にしますと、

合計で約 70％の方が軽減を受けております。 

所得割においては、５割軽減として 479人、

割合で約 10％の方が軽減を受けております。 

一方、広域連合全体の均等割の軽減者数の

割合は約 60％、所得割の軽減者数の割合は約

９％となっており、いずれも本市の軽減対象

者の割合が高い状況にあります。 

このような状況の中、後期高齢者医療の保

険料は制度開始以来、改定率の増加が続いて

おりますが、今後の見通しといたしましては、

平成 26 年度が２年に１度の保険料見直しの

時期に当たり、現在、広域連合において改定

事務が進められておりますが、現時点におい

て具体的な改定内容はまだ示されておりませ

ん。 

 次に、滞納状況と処分についてであります

が、滞納者数と金額の過去３年の推移につき
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ましては、平成 22年度が 45人で 230万 9,000

円、平成 23 年度が 49 人で 186 万 6,000 円、

平成 24 年度が 69 人で 271 万 1,000 円となっ

ております。 

また、滞納の主な理由といたしましては、

年金担保による借入金の返済に伴い手元に残

る年金額が少ない方、年金から保険料が天引

きされていると思い違いをされている方など

となっております。 

 次に、保険料の滞納に伴う短期証交付者と

いたしましては、平成 22 年度で２名、平成

23 年度で４名、平成 24 年度では３名となっ

ており、これらの方には、滞納解消に向けた

納税相談の中で計画的な納付の指導を進めて

いるところでございます。 

なお、後期高齢者医療制度の施行以来、現

在までの間において資格証の交付を受けた方

はおりません。 

 次に、滞納処分の状況といたしましては、

平成 22 年度では該当する方はおりませんが、

平成 23 年度では、１人の方の国税還付金の差

し押さえ、また、平成 24年度では、１人の方

の預金の差し押さえを行ったところであり、

滞納処分による差し押さえの額といたしまし

て、合計で 2 万 1,000 円ほどとなっておりま

す。 

 次に、健診の受診状況についてであります

が、本市における後期高齢者医療の被保険者

の方々への基本的な健診は、これまで広域連

合から委託を受け、保健センターで受診して

いただくこととしております。 

過去３年間の受診率といたしましては、平

成 22 年度が 4.3％、平成 23 年度が 4.4％、平

成 24 年度が 4.8％となっており、日ごろから

病院にかかっている方も多いことなどから、

受診率は低い割合で推移しております。 

また、脳ドックにおいては、医療制度開始

の平成 20 年度から定員を設け、脳卒中予防検

診として受診していただいておりますが、希

望者も多いことから、受診枠を広げるなどの

対応をこれまで行っているところであります。 

今後も、高齢者にかかる医療費の伸びが見

込まれる中、疾病の予防・早期発見に向けて、

健診を受診していただくよう啓発活動に力を

入れてまいりたいと考えております。 

 なお、地域経済の現状については経済部長

から、住宅改修促進助成事業にかかる本年度

の利用状況、過去３年間の実績、市内経済へ

の影響については、都市整備部長から答弁さ

せます。 

私からは、以上でございます。 

●議長内馬場克康君 経済部長。 

●経済部長須田正毅君 地域経済の現状につ

きましては、私から答弁させていただきます。 

地域経済の現状についてでありますが、初

めに、商業統計調査につきましては、直近の

平成 19 年度では、事業所数 258 店、従業者数

1,502 人、商品販売額 264 億 8,128 万円。平

成 14 年度では、事業所数 314 店、従業者数

1,809 人、商品販売額 315 億 0,074 万円であ

り、事業所数では、56 店、17.8％の減、従業

者数では、307 人、16.9％の減、商品販売額

では、50億 1,946 万円、15.9％の減となって

おります。 

 次に、工業統計調査につきましては、平成

22 年度では、事業所数 52 事業所、従業者数

847人、出荷額 158 億 0,935万円。平成 17 年

度では、事業所数 59 事業所、従業者数 1,049
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人、出荷額 164 億 2,631 万円であり、事業所

数では、７事業所、11.9％の減、従業者数で

は、202 人、19.3％の減、出荷額では、6 億

1,696万円、3.8％の減となっております。 

 次に、有効求人倍率についてでありますが、

北海道労働局が発表した 10 月の有効求人倍

率は、全国 0.91 倍、北海道 0.79 倍、岩見沢

管内 0.69 倍となっており、岩見沢管内で見ま

すと、前年同期は 0.61 倍であり、0.08 ポイ

ント上昇しております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 都市整備部長。 

●都市整備部長本田弘明君 住宅改修促進助

成事業にかかる本年度の利用状況、過去３年

間の実績、市内経済の影響については、私か

ら答弁させていただきます。 

 初めに、本年度の利用状況についてであり

ますが、平成 25年 11月末までの申込件数は、

バリアフリー改修９件、断熱改修 35 件の合わ

せて 44 件で、助成額は 776 万 9,000円が見込

まれており、改修工事にかかわる契約額の合

計については約 8,730 万円となっております。 

 次に、過去３年間の実績についてでありま

すが、平成 22 年度は、件数がバリアフリー改

修 24 件、断熱改修 48 件の合わせて 72 件で、

助成額は 1,229万 5,000円、契約額は約 9,700

万円。平成 23 年度は、件数がバリアフリー改

修 20 件、断熱改修 44 件の合わせて 64 件で、

助成額は 1,108万 8,000円、契約額は約 8,490

万円。平成 24 年度は、件数がバリアフリー改

修 15 件、断熱改修 28 件の合わせて 43 件で、

助成額は 795 万 1,000 円、契約額は約 8,480

万円となっております。 

 次に、市内経済の影響についてであります

が、過去３年間を合わせた契約額は、約 2 億

6,680 万円で、市内業者の業種別件数は、建

築関係 84 件、建具関係 76 件、設備関係７件、

その他 12 件の合わせて 179 件となっており、

経済効果も大きいと考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君（登壇） 吉岡議員のご

質問にお答えいたします。 

 初めに、本市の児童・生徒の健全な体力の

育成についてでありますが、平成 21 年度の小

学校５年生と中学校２年生を対象にした全国

体力・運動能力、運動習慣等調査結果から、

本市の児童・生徒の体力の状況は、全国平均

以上の種目が、男女ともに小学校では握力と

体前屈、中学校では体前屈、小学校男子の立

ち幅跳びとなっており、全国平均以下の種目

が、小中学校の男女ともに上体起こし、反復

横跳び、シャトルラン、中学校では持久走と

なっております。 

このことから、全体的に筋力はあるものの、

瞬発力や持久力が弱いという傾向があると言

えます。 

 次に、体力の向上に向けた一校一実践の取

り組みでありますが、ランニングや縄跳びな

ど、体育の授業における継続した取り組みを

中心にして、中学校では、エアロビダンスを

取り入れた授業や集団縄跳びの取り組み、小

学校では、一輪車の活用やグラウンドや校地

内に遊びの環境を整備した取り組み、児童会

や生徒会による体育的な行事、あるいは学級

を主体とした遊びの奨励に取り組んでいると

ころであります。 

 次に、携帯電話の取り扱いについてであり
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ますが、本市の児童生徒の保有状況は、小学

校６年生で 37％、中学校３年生で 49％という

状況であります。 

 次に、学校への持ち込みにつきましては、

市内すべての小中学校で、携帯電話等は学校

に不必要なものであるという基本姿勢で、持

たせない、持ち込まないという指導と保護者

への協力を依頼しているところであり、少年

団活動などでどうしても必要な場合は、学校

に申し出ることによって承認し、その場合は、

担任もしくは職員室で下校まで預かる対応を

とっており、校内では使用できる状況にはな

いというものであります。 

 次に、消費税率引き上げに伴う給食費への

影響についてでありますが、来年４月の消費

税率の引き上げ後の給食費につきましては、

献立内容や食材選定、調達方法の工夫などの

取り組みにより、値上げをせずに対応したい

と考えております。 

なお、北海道都市教育委員会連絡協議会と

して、北海道教育委員会を通じ、今後予定さ

れている消費税率の引き上げにおいて、学校

給食の食材については、その対象から外すよ

う、国に対し強く要望しております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ７番、吉岡文子議員。 

●７番吉岡文子議員 一通りご答弁いただき

ました。 

自席から、再質問させていただきます。 

 地域経済の現状についてですけれども、伺

った数字が思ったよりも、直近と言いながら、

非常に古い数字ではありますけれども、この

時期から比べても、右肩上がりの状況では決

してない、右肩下がりであるということでは、

同じではないかなというふうに思っておりま

す。 

また、有効求人倍率についても、全国的に

は上がっているというような話題になってお

りますけれども、全国平均、全道平均から見

ても岩見沢管内、低い状況であるということ

ですし、前年度に比べまして 0.08ポイント上

昇ということは、100 人のうち８人の割合だ

ということで、これを景気上昇というふうに

見ることはなかなかできないのではないかな

というふうに考えております。 

市長は、このような美唄の地域経済をどの

ようにとらえておられるか、また、今後、こ

の地域経済をどのように振興させていこうと

お考えなのか、お伺いしたいと思います。 

 私から、市長に１つご紹介したいことがあ

るんですけれども、これは全国商工新聞とい

うものの 10 月 28 日付ですけれども、次に私

が質問をしております住宅改修促進、いわゆ

る住宅リフォームの商店版リフォームという

ものを群馬県の高崎市で取り組んでるという

記事なんですけどもね。これが非常に業者と

地域に元気と明るさを与えていると、制度の

活用申請は 730 件を超えて、申請金額も４億

円を突破と、視察や問い合わせは全国 24 自治

体に及んでいるというふうになっています。 

地域経済が厳しいとは私もわかっているん

ですけれども、商店というのは、地域のいわ

ば顔ではないかなというふうに思うんですよ

ね。以前、駅前に一時期、何もなくなったこ

とがありましたけれども、今、いわゆる一つ

カフェができて、駅に降りられる方のその拠

点となっているというわけですけれども、や

はり魅力ある商店街というのは、ほかの地域
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からも、やはり行ってみたいと思うような、

利用してみたいと思うような、何か人を引き

つけるものがあるというふうに考えます。 

今ほど、住宅改修促進事業についてもお伺

いしましたけれども、件数については、ピー

クの時に比べると、本年度それから昨年度と、

若干減っているのではないかなというふうに

思っております。もう予算にはちょっと遅い

のかと思いますけれども、こういった住宅リ

フォームがある程度落ち着いたというふうに

なったならば、商店版リフォームというのも

取り組まれることもいいのではないかなとい

うふうに思っております。 

高崎商工会議所の副会頭のコメントがあり

ますけれども、「商店のリニューアル助成は近

隣の商工会議所も注目している。商店街の活

性化は全国共通の課題だが、その打開策を打

ち出せないでいた。住宅リフォームに続くこ

の制度は金額的にも大きく、次の世代に胸を

張って継がせようと後押しをしてくれる制

度」と高く評価しているとあります。 

是非、市長に、こちらの方の高崎の例など

を参考になされて、地域経済の振興の一対策

にしていただければありがたいというふうに

考えております。 

それから、住宅改修促進の事業ですけれど

も、これは、私は近隣の自治体の例を参考に

広げるべきではないかなというふうに質問し

た経過があるというふうに先ほども申し上げ

ましたけれども、美唄市では、財政状況も厳

しいという中で、バリアフリーと断熱という

ことでいくということだったと思うんですけ

れども、改めて、再度お伺いいたしますけれ

ども、そのほかには今のところ考えていない

ということでいいのでしょうか。 

 それから、後期高齢者医療保険についてで

すけれども、高齢化の進む美唄市の中で、年

次ごとに被保険者の増加があるということで

は、私も認識はしております。 

保険料についても、道内平均よりも軽減策

を受けている市民が多いということは、やは

り美唄における後期高齢者の方の生活が苦し

いということの反映ではないかなというふう

に思っております。 

また、滞納者に関しても、年次ごとに増加

しているのが気がかりな点です。年金も下げ

られていきますし、消費税も引き上げになれ

ば、やはり生活が厳しいということがあると

思いますので、滞納者については、何分高齢

ということもありますし、理解の面からも、

やはり 75 歳以上ということになればなかな

か 100％理解されてるという方も難しいとい

うことがあると思いますので、滞納の短期証

の発行や滞納処分状況については、一方的な

やり方ではなく、きちんと被保険者との対話、

相談をしてやっていただきたいというふうに

思います。これは要望にしておきます。 

 それから、健診の受診のことですけれども、

75歳以上ですから、確かに病院にかかってお

られる方が多いのも事実だと思いますけれど

も、どんどん毎年、75 歳以上の方は増えてい

くわけで、お元気な方が入って来られるとい

うことも考えられますので、高齢者だからい

いとかという考えではなく、やはり高齢者だ

からこそ、医療費抑制のためにも健康診断を

きちんと受けるべきだということで、健診受

診に対しても、後期高齢者医療保険の中の健

診受診についてでも、引き上げる努力をして
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いただきたいというふうに考えますけれども、

いかがでしょうか。 

また、先ほどのご答弁で、脳ドックの受診

希望者が多く、枠を広げているとのことでし

たけれども、これは予算の関係もあると思い

ますし、大幅にぐっと増やすということにな

かなかならないとは思うんですけれども、最

近、市民の方から、市の行っている脳ドック

の受診、その方もちょっと怒ってらしたんで

すよね、最初は。申し込んでもすぐにいっぱ

いになって、なかなか受診ができなかったっ

て言われましたけども、でも、何年か申し込

まれて受診されたという方なんですけども、

脳に動脈瘤と動脈乖離が美唄市における脳ド

ックで発見されて、専門の医者にかかって治

療を続けていますと、今年で３年になるけれ

ども早期発見・早期治療で元気に過ごしてい

るとの話を聞いております。担当の皆さんに

対してもお伝えしたいというふうに考えてい

ます。 

また、今後、この後期高齢者医療保険、先

ほどのご答弁では、来年度、平成 26年度、保

険料の見直しということになっていますけれ

ども、見直しといってもこれは決して下がる

ことがない制度でね。どんどん引き上げられ

ていく制度だというふうに私たちは認識して

るんですけれども、市長は、市民の生活を守

るという観点から、この後期高齢者医療保険

の保険料の引き上げに関して、北海道や国に

対して、助成を広げて市民負担がなくなるよ

うな、そういった声を上げていただきたいと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 それから、教育行政についてですけれども、

一校一実践ですけれども、これについての検

証といいますか、やりっぱなしではなく、そ

れらが児童・生徒の体力の向上にどういうふ

うに効果をもたらしたのかというあたりの検

証はする予定があるのかないのか、そのあた

りのところをお伺いしたいと思います。 

 それと、消費税増税が予定されてる４月に

給食費はどうなるのだろうということで質問

しましたけれども、拙速な、値上げだから給

食費も上げるということにはなっていないと

いうことなので一安心ですけれども、先ほど

教育長が言われた給食費の食材の非課税、こ

れはやっぱり必要だと思いますので、声を大

にして言っていただきたいというふうに考え

ます。これも要望です。 

以上です。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 吉岡議員の質問にお答え

いたします。 

 初めに、本市の地域経済の現状についてで

ありますが、工業では、昨年に引き続き、地

元企業の設備投資が継続しておりますが、商

業につきましては、少子高齢化に伴う人口の

減少や郊外型大規模小売店舗の進出、さらに

はモータリゼーションの進行による消費購買

力の市外流出に加え、インターネットや通信

販売による購入など、消費者の生活スタイル、

意識の変化などにより、商業を取り巻く環境

は依然として厳しい状況であるものと認識し

ております。 

今後、本市の産業を活性化させるためには、

農業、商業、そして工業、観光の各産業が連

携して、地域資源を融合させた新たな産業づ

くりが必要であるものと考えております。 

このため、現在、本市では農商工連携助成
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事業の推進を通じて、基幹産業である農業と

商工業等がさらに連携を図り、新商品の開発

や販路の開拓等に有機的に取り組む事業など

に対して総合的に支援をし、地域経済の活性

化を促進しているところでございます。 

さらに、現在進めておりますホワイトデー

タセンター構想及び食料備蓄拠点構想につい

ては、今まで以上に、より一掃推進し、地域

経済の活性化と雇用の創出に結びつけたいと

考えております。 

 次に、住宅改修促進助成事業の対象拡充に

ついての考え方についてでございますけども、

現状の制度で継続をしていきたいと考えてい

るところでもございます。 

また、商店版のリフォーム助成、ただいま

議員からご紹介いただいた高崎市の事例など

も参考にしながら、調査研究をしてまいりた

いと考えております。 

また、バリアフリー化については助成して

おりますけども、今後、これも検討していか

なくてはならないと考えているところでござ

います。 

 それから、後期高齢者医療の保険料につい

てでありますけども、本市の高齢者の方々の

所得状況の厳しさにつきましては、十分に認

識しているところでございます。 

今後もそれらの声を聞きながら、市長会な

どを通じて、保険料軽減対策などについて国

へ力強く要請を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君 吉岡議員のご質問にお

答えいたします。 

 一校一実践の取り組みの検証についてであ

りますが、各学校においては、全国体力・運

動能力、運動習慣等調査による体力テストを

用いて、前年度の取り組みの成果等の検証を

進めているところでございます。 

特に、課題として見えてきた瞬発力や持久

力を向上させるための方策とともに、食事や

睡眠など、より良い生活習慣の定着にも留意

しながら、一校一実践を通じ、体力・運動能

力の基礎を培ってまいりたいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 大変失礼いたしました。 

脳ドックに関しましてのご質問があったか

と思います。 

この脳ドックにつきましては、平成 20 年度

以来、要望も多いことから、開設当初は 20 人

のスタートでありました。現在は 70 名まで枠

を広げて実施しているところでございます。 

脳ドックに関しては、疾病の予防に非常に

有効なことから、今後も引き続き実施をして

まいりたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 次に、移ります。 

 ６番、森川明議員。 

●６番森川明議員（登壇） 平成 25 年第４回

定例会に当たりまして、大綱４点について市

長、教育長に質問をいたします。 

 第１点目は、原発について市長に伺います。

１つとして、原発に対する市長の考え方につ

いてです。安倍首相に原発即ゼロの決断を迫

っている小泉元首相が注目され、それには説

得力を持っています。その内容は、この発言
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によって、国民も様々な専門家も原発ゼロに

対する準備ができ、首相が決断すればできる

ことであると、核のごみを処分する場所が日

本にはなく、原発の再稼働や輸出に積極的な

主張に政策転換を促している点です。理由は

処分場で、フィンランドのオンカロ処分場を

見てのもの、日本は周知のように地震大国、

高レベル放射性廃棄物は数万年という想像に

絶する時間がかかり、地下深く埋めて捨てて

も未来にその危険性があるということです。 

小泉元首相は、首相時代は推進の旗を振っ

ていたわけですけれども、方向転換には国民

世論から同調されています。もし、再稼働し

た泊原発が地震と津波で破壊された場合、美

唄には６時間後に西風に乗って死の廃、放射

性降下物に襲われるのが明らかで、今、福島

原発の汚染水の海洋流出もあり、震災 1,000

日を迎えても未解決が多いわけです。 

マスコミ等、また、多くの文献には、日本

は原発なくしてやっていけるという報道が多

く、政策を見直すときに来ています。 

札幌市長も、これはもともと脱原発を唱え

ている訳ですけれども、さらに、自治体の市

長にも意見が多くなってきております。 

伺いたい点は、１つとして、市長の原発に

対する考え方についてです。 

 ２点目は、農業行政について、市長に伺い

ます。美唄市農業の未来像についてです。農

業人口にも歯止めがかかっていません。平成

22 年の農業センサスでは、５年前に比べ 75

万人、全国で減少しています。これは過去最

大で、農業従事者の平均年齢は 65 歳を超え、

農家数も、道内は約 8,000 戸減り 4 万 4,000

戸で、専業農家の離農が多く、深刻な事態と

なっています。来年は、農業センサスの年で

あり、さらに大幅な減少が予測されているわ

けです。 

最近、生産調整、減反廃止の農政改革が示

されました。将来を見越した農業の姿を展望

した場合、どのような変貌をするのか、美唄

市の基幹産業である農業に対し、自治体の役

割はますます重要視されます。 

協議中のＴＰＰを除き、農業 10 年後の未来

像は、生産調整の廃止は５年後です。引退す

る農家を継ぐ若手の担い手育成、反面、規模

拡大により経営面積が増え農業従事者は減る、

経営の効率化が図られると、ＩＴ技術が進歩

しロボットによる営農の可能性、さらにはグ

リーンツーリズム、６次産業の実践、農業の

付加価値化、農地や耕作放棄地の集約等々、

流れは急速に変わるものと予想されています。 

美唄市農業のシミュレーションをし、ここ

に１つとして、農業の未来像について伺いま

す。 

 ３点目は、福祉行政について、市長に伺い

ます。原因不明の痛みや関節炎など報告され

ている厚生省の専門部会、この件については、

子宮頸がんワクチンの副反応状況ですが、10

月 28 日、今年４月から７月までに接種した述

べ 25 万人からの副作用は、全国で 129 件と報

告しました。そのうち、全身の痛みを伴う重

篤事例は 37件であり、2009年 12 月のワクチ

ン販売開始から今年７月までの副作用件数は、

合計 2,259 件になっています。これまでの接

種した人数は 889万人です。 

接種後、激しい痛みやしびれを訴えるケー

スが多いため、厚労省は、急遽、６月の中旬

に積極的に呼びかける勧奨から一時差し控え
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る通達を出しました。 

岩見沢保健所によりますと、北海道の状況

は 11 月５日時点で 11 件、11月６日現在で 12

件、空知管内は１件とのことでした。 

美唄市内においても、高校生が接種後に慢

性的頭痛や吐き気、けいれん、記憶障害など

様々な状況が見られ、保健所では、空知の１

件の市町は答えなかったものの、報告書が提

出済みの判断から美唄市と思われます。 

この件については、過去２回にわたり、定

例会から同僚議員の続けての質問がありまし

たけれども、その後の経過を含めて、次の点

をお伺いをいたします。 

１つは、現時点では１名なのか。 

 ２つ目は、予防接種健康被害調査委員会、

その構成と調査結果の要約状況。 

 ３つ目は、救済制度には給付の種類があり

ますが、早急に結論を出すべきで、働きかけ

をすべきだという点でございます。 

 ４点目は、教育行政について、教育長に伺

います。１つは、小中学校、適正規模、適正

配置についてです。少子化や都市部への人口

流出により児童・生徒数が減少し、空知管内

の小中学校は来年３月までに 12 校が統合し、

１校が新設されるとの報道がありました。こ

れは平成 21 年の 11 校と同数で、平成２年以

来の最多タイということです。 

空知管内は、学校数が昭和 35 年の 411 校、

小学校 270 校、中学校 144 校がピークで、炭

鉱閉山により、平成２年には 206 校、小学校

136校、中学校 70 校に半減しました。その後

も続きまして、各市町で統合が進んだ結果、

小中学校が１校しかいない 24 市町の中で 13

市町にも空知があがっています。 

北海道新聞によりますと、児童・生徒数は、

炭鉱最盛期の昭和 35 年には、児童が 14 万

2,713 人、生徒 6 万 0,807 人の計 20 万 3,520

人を数えていましたけども、昨年の５月１日

現在、児童数 1 万 3,406 人、生徒 7,761 人の

計 2 万 1,167 人と、学校数は７割も減り、児

童・生徒数は 10 分の１の水準になっています。

さらに、本年４月の児童 1 万 2,916 人、生徒

7,494 人の計 2 万 0,410 人と、さらに落ち込

む見通しです。 

過去、美唄市は全国一の大規模な小学校が

あった。今やもう、既に語り草となっていま

す。美唄市の統廃合は、児童・生徒数の減少

等によるもので、断腸の思いで実施されてき

た訳で、さらに減少が予想されるわけです。 

よりよい教育環境確保のために、次の点を

伺いたいと思います。 

 １点目は、適正規模、国、北海道で示して

いる指標、２つ目は、適正配置、統廃合につ

いての考え方です。 

 ２つ目といたしまして、コミュニティ・ス

クール（ＣＳ）についてです。地域と学校が

一体となって、一定の権限と責任を持って学

校運営や教育活動に参加し、子どもたちを育

てるコミュニティ・スクール（ＣＳ）が、北

海道は、昨年４月から三笠小と三笠中で実施

し、高校では別海高校が始まっています。し

かし、内容があまり理解されていません。制

度も浸透してない現状と思われます。 

この制度、平成 16 年の地方教育行政法改正

で始まったとのことで、本年４月現在、全国

で 1,183 校、前年度の 789 校から大幅に増え

ました。全国でも京都市が、小学校 84％、中

学校が 41％取り組んでいます。文科省は、平
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成 28 年までに学校の約１割、3,000 校の導入

目標を掲げております。 

伺いたい点は、次の点です。 

 １点目は、この制度の内容と仕組み。 

２つ目は、成果と課題。 

３点目は、美唄市での導入は考えているの

か、という点です。 

以上、この場での質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 森川議員の質問

にお答えいたします。 

 初めに、原子力発電に対する私の考え方に

ついてでありますが、小泉元首相が、高レベ

ル放射性廃棄物の最終処分場を決めないまま

原発を再稼働することへの懸念から、原発ゼ

ロの考えを示されたことは、私も、報道等を

通じて承知をしているところでございます。 

私といたしましては、原子力発電に依存し

ない電力の安定供給が重要であると認識して

いるところであり、エネルギーを安定的かつ

適切に供給するためには、資源の枯渇の恐れ

が少なく、環境への負荷が少ない再生可能エ

ネルギーの導入を一層進めることが必要と考

えているところでもございます。 

また、原子力発電及び再生可能エネルギー

を含めたエネルギー政策については、国が責

任を持って行うべきものと考えているところ

でもございます。 

 次に、農業行政について、10年後の美唄市

農業についてでありますが、農業は国の政策

の影響を大きく受けることから、10 年後を予

測することは極めて難しいものと考えており

ますが、国営・道営事業で整備されたほ場に

おいては、担い手への農地の利用集積が進み、

大型機械による効率的な農業経営のもとで、

水田をフルに活用した水稲や小麦、大豆など

が栽培される土地利用型農業が展開されるも

のと考えております。 

また、農業従事者の減少が予想されますが、

農作業の機械化や共同化を目指す複数戸によ

る農業生産法人化が進み、高齢者等の農作業

を引き受けているほか、新規参入者や農業後

継者などが法人で活躍するなど、新たな担い

手が育ち、地域農業の中心となって活動して

いるのではないかと考えております。 

また、ほ場の大区画や経営の大規模化に対

応してＩＴ化が進み、ＧＰＳを活用したトラ

クター等の農作業機械がほ場で活躍するなど、

省力化や効率化が急速に進展するほか、ロボ

ットトラクターや田植機、コンバインなどの

作業機が開発され、耕起、播種、施肥、収穫

などが可能になり、効率化がさらに進むもの

と考えております。 

さらには、修学旅行生の農業体験や社会人

を含めたファームイン、農業体験などのグリ

ーン・ツーリズムは、各地での展開が増える

ほか、付加価値をつけた農産物の直売や加

工・販売、ファームレストランや観光農園の

開設など、農業者が創意工夫を凝らして、自

らが生産した農産物や美しい農村景観等の特

色ある地域資源を活かした６次産業化の取り

組みが増加しているものと考えております。 

市といたしましては、本市農業・農村が将

来にわたり持続的に発展する基幹産業として

いくため、これらの実現に向けて、全力で取

り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、福祉行政について、子宮頸がんワク

チンの副反応状況についてでありますが、美
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唄市からは、厚生労働省で定めた「予防接種

後副反応報告書」を１件、岩見沢保健所に提

出したところでございます。 

 次に、健康被害調査委員会の構成と調査結

果の要約状況についてでありますが、健康被

害調査委員会の構成については、美唄市予防

接種健康被害調査委員会条例に基づき、美唄

市医師会の推薦する医師２名、北海道知事が

推薦する専門医師１名、岩見沢保健所長の計

４名で構成しており、第１回を 11 月 27 日に

開催したところであり、第２回目は今月中に

開催する予定となっております。 

なお、委員会での審議内容は、プライバシ

ーの関係などから、委員会を非公開としてい

るところでございます。 

 次に、救済制度の給付種類と国への働きか

けについてでありますが、給付の種類につい

ては、自己負担額の医療費及び入院・通院等

に必要な諸経費として支給する医療手当など

があります。 

国への働きかけについては、11 月 20 日に

直接私が厚生労働省の担当者とお会いし、経

過と現状について説明するとともに、早急な

対応と救済について強く要望したところでご

ざいます。 

今後も引き続き、関係機関と連携を図りな

がら要望してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君（登壇） 森川議員のご

質問にお答えいたします。 

 初めに、小中学校の適正配置等についてで

ありますが、国及び道の適正規模の指標につ

いては、公立小中学校の設置主体は市町村で

あることから、特に指標として示されている

ものはありませんが、学級数の標準につきま

しては、学校教育法施行規則により、小中学

校ともに 12学級以上 18学級以下を標準とし、

地域の実情その他特別の事情があるときは、

この限りでないとされております。 

 次に、適正配置等の考え方についてであり

ますが、教育委員会といたしましては、学校

の配置見直しに当たっては、これまで進めて

きた考えと同様、児童・生徒数の推移を見な

がら検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

検討に当たりましては、学校が地域コミュ

ニティの核となる施設であることを踏まえる

とともに、小学校においては、通学距離や日

常の生活圏などを考慮し、また、中学校にお

いては、一定の人数の中で切磋琢磨する環境

の確保を考慮することなどにより、子どもた

ちにとってより良い教育環境を提供すること

を基本として、保護者や地域の皆さんのご理

解をいただきながら、見直しを進めてきたと

ころであります。 

学校の適正規模については、子どもたちに

良好な教育環境を保障するという観点から、

将来の児童・生徒数の見通し、小規模校のメ

リットやデメリット、小中一貫校や学校統合

などの可能性を含め、学校の適正規模を整理

していく必要があると認識しているところで

あります。 

 次に、コミュニティ・スクールについてで

ありますが、コミュニティ・スクールは、保

護者、地域住民が、合議制の機関である学校

運営協議会を通じて、一定の権限と責任を持

って学校運営に参画し、より良い教育の実現
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を目指すものであり、地域に開かれ、地域に

支えられる学校づくりの仕組みとなっており

ます。 

この制度を活用している学校においては、

成果として、１つ目に、これまで以上に地域

や保護者のニーズに耳を傾けることができ、

開かれた学校づくりが期待されること、２つ

目に、学校の教育活動に地域の協力を得るこ

とができること、３つ目に、地域全体として

の教育力の向上が期待できることがあげられ

ており、課題といたしましては、１つ目に、

協議会において学校運営上の多様な意見が交

わされることとなり、それを調整することに

難しさがあること、２つ目に、学校運営にか

かわる責任が付与されるため、保護者や地域

住民の人的な確保が難しいこと、３つ目に、

担当教員にかかる過度の負担の解消があげら

れています。 

 次に、美唄市におけるこの制度の導入につ

いてでありますが、現状では検討していない

ところであります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ６番、森川明議員。 

●６番森川明議員 一通り答弁をいただきま

した。 

自席から、意見と要望を含めまして、再質

問をいたしたいと思います。 

 １点目は、原発に対する市長の考え方につ

いてです。原発即ゼロの小泉元首相発言、そ

の発端は、先ほど質問の中でふれましたよう

に、フィンランドのオンカロ処分場は地下 400

メートル、それも２基分しか処分できないの

です。日本は 400 メートル掘れば温泉が出て

くると言われています。日本には 54 基もある

わけですから、どれだけ最終処分場が必要な

のか、これはもう、不可能と言ってもいいん

でないかということなんです。 

高レベル放射性廃棄物は、日本原子力研究

開発機構が北海道の幌延深地層研究センター

と岐阜県の瑞浪超深地層研究所の２カ所あり

ますけれども、ほかの自治体では危険性があ

る等々の多くの意見から、地域住民の反対が

根強く、なかなか処分地の候補としては手を

挙げるには至っていないわけなんです。 

実は、その幌延の深地層研究センター、地

下 350 メートル、今、実験を進めております

けれども、その危機管理にも隠ぺい体質があ

り問題となりました。 

よく、処分場に関しては、自分のところで

無ければ隣から借りればいいんでないかとい

う専門家もおりましたけれども、その借りる

隣もないということなんです。12月２日、過

日、テレビ報道ステーションで「核のごみ、

フランスでは地下 500 メートルでも制御でき

ない」というレポートの報告がありました。 

青森の大間原発、函館と本当に近いんです

けれども、ここは、プルトニウムとウランの

混合酸化物、ＭＯＸ燃料を 100％使う、世界

で例のないプルサーマルを目指しています。

このＭＯＸは、燃料の制御が難しく危険との

指摘も多く、原子力規制委員会も懸念を示し

ている状況です。 

泊原発にしても、廃炉を求めた訴訟の第１

回口頭弁論で、北電側が「絶対的な安全性を

求めることは不可能」と主張していますし、

安全でない原子炉の火を再び灯そうとしてい

るわけですが、原発とは縁を切るしかなく、

子どもや孫に地球の未来を考える場を、今、
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最も求められているというのが現実ではない

でしょうか。 

海外での原発売り込みを知り、また、消費

税増税に反対した発言をしました安倍首相の

昭恵婦人、私は拍手を送りました。よく、「家

庭内野党」と言われていますけれども、婦人

は、「権力を持ったら、周りでは悪口を言って

も直接本人には言えない」と、「本当の現場の

声、生の声をできるだけ主人に伝えたい」と

いうこの発言、力強さを感じます。首相への

影響力を十分に存分に発揮してほしいと思っ

ております。 

2020年のオリンピックの東京開催決定、こ

れはよかったと思っている一人ですが、原発

問題に対して、首相は、「汚染水は完全にコン

トロールされている」と世界にアピールをし

ました。「大丈夫なんですか」という点が疑問

として浮かんでくるんです。今の汚染水の状

況、東電も海洋流出を認め、驚きの汚染水漏

れの現場がニュースとして伝わってきており

ます。作業員の生活、健康の保障、危険手当

等、問題点も多々ある訳で、1,000 日を経過

しても解決の糸口がまだ見られていないとい

うのが現実なんです。 

政府は、あくまでも原発に固執する姿勢は

変わっていません。今、ドイツでは、風力と

太陽光が全体の６割を超え、供給の不安さを

火力で補っています。 

昨年の冬、北海道は、電気需要が大きい中

で、原発なしで乗り切りました。市役所も節

電に協力し、昼休みなど行きますと、本当に

暗い中で生活を、そしてまた、仕事をしてい

る現実があります。市長の答弁をお聞きしま

して、「国が責任を持って行うべき」と、これ

は当然です。一番聞きたいのは、小泉元首相

の発言に対して、「承知をしている」という言

葉で終わっているわけですけども、どのよう

に小泉発言に対して感じたか、この件につい

て、再度お伺いいたしたいと思います。 

 ２点目は、美唄市農業の未来像についてで

す。大きな視野に立っての質問となりました。

以前から、この件につきましては市長に伺い

たいと、常日頃思っていました。 

実は、平成 19 年第１回定例会一般質問で、

ある議員は、昭和の時代を１度見直す必要が

あると、昭和を大きく３つに分類し、昭和前

期、大日本帝国崩壊、戦後、この３つに対す

る検証が必要であると、市長に対し、考え方

と歴史観を明らかにしてほしい旨の質問が出

ております。 

当時の市長は、帝国主義、軍国主義、新憲

法、経済成長と、まさに「激動の昭和」であ

ったと答弁しています。 

この答弁に対しても、何を学び取り、活か

したのか、検証と主観を大切に、歴史観の大

切さということで再質問します。 

感じ取ったのは、市議会の場でもこのよう

な議論があり、一定の総括をしている点なん

です。過ぎ去った過去を捉えての質問でした

けれども、このたびは現代、過去、未来、そ

の未来について、農業の未来についてどうか

という質問なんです。 

ここに、「北海道 2030 年の未来像」という

本があります。日本経済新聞の発行で、農業

に関しかつてない危機感に直面するというこ

とを述べています。いわゆる農政も、大きく

今の農業は左右されるわけですけれども、現

実の農業の伸びは年 0.2％、後継者難で農家
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数は６割減るだろうと、耕作面積も６％減る

と見ております。北海道は、全国耕地面積の

大体４分の１を占めているわけですけれども

農業生産額もトップです。この未来像では、

推計生産額は１兆 367 億と、全国首位は保つ

ものの、北海道の農業は大きく様変わりしま

すと、耕地にしても、維持をするために１戸

当たり 41 ヘクタールになると、酪農や肉牛生

産に至っては、アメリカ並みの規模が求めら

れていくとあります。 

ちなみに、この本では、美唄市の実態とし

ては、2030年で人口が 1 万 6,168人、面積は

278キロ平方メートル、そして歳入は 126億、

歳出が 143億、マイナス 17億となっています。 

最近、11月 16 日から 21日まで、北海道新

聞に「強い農業 オランダの実態」が５回に

わたって掲載されました。市長もお読みにな

ったと思いますけども、これ等を読みますと、

輸出産業、そして、大規模での最先端の農業、

また、障がい者等の自立支援の小規模農業が

共存する姿が、オランダでは浮き彫りになっ

ていました。 

答弁では、10 年後の美唄市の農業が示され

ています。決して内容は悲観材料ばかりでは

ありません。地域資源を活かした将来を見越

した農業の実践です。何よりも、農業所得の

向上ですけれども、それに向けての、農業は

こう変貌するだろうというビジョンが明らか

にされたと見ております。この未来像、現代

の農業従事者等の励みになればと思っており

ます。 

農業に関しては、再質問はありません。 

 次に３点目、福祉行政、子宮頸がんワクチ

ン副反応の状況についてです。ここに、北海

道の広報紙があります。2011 年５月発行、ち

ょっと古くなりましたけれども、これは、平

成 23 年第１回定例会、平成 23 年度予算案で

北海道子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨

時特例基金設定に関する条例案が知事から提

案をされまして、可決した記事が掲載をされ

ております。 

当時は、ワクチン接種というのは効果的で、

大変に良いことだと思っていました。しかし、

予期もせぬ副作用が全国、全道、そして空知

でも事例が報告されるに至りまして、変更せ

ざるを得なくなったというふうに思うわけな

んです。 

保健所から、いろいろ資料は、本当に多く

いただいてまいりました。副作用に関する資

料によりますと、子宮頸がんワクチンは、サ

ーバリックスとガーダシルの２つの副反応の

報告があり、平成 25 年４月１日から７月 31

日まで、サーバリックスの場合は、製造販売

業者からの報告数は 60 人、累計が 764 人と、

医療機関からの報告数が 106 人、うち重篤が

56人、累計 1,107 人で、なんと、うち重篤が

147人にあがっていると。 

また、ガーダシルは、これは、製造販売業

者での報告人数は 23 人で累計 91 人、医療機

関からの報告が 102 人、うち重篤が 31 人、累

計 297人と、この中でも重篤が 46人となって、

その数の多さに驚きました。 

それぞれの質問に対しての経過等について

は、詳しく答弁がありましたから、わかりま

した。 

ただ、市長は、11 月下旬に厚労省の方に出

向き、担当者と対応し迅速な救済等を要請を

してきたということで、今後の経過を見守り



 - 33 - 

つつ、引き続き要望されるように、ひとつお

願いしたいというふうに思うわけなんです。 

 そこで再質問なんですけれども、実は、質

問の冒頭にありますように、厚労省の６月中

旬の通達、積極的な接種勧告一時差し控えに

ついて、その内容等について、次の点をひと

つ伺いたいと思うんです。 

 １つは、どのような理由で差し控えとなっ

たのか。２つ目は、一時差し控えと中止とは、

具体的にどう違うのか、どのような措置なの

か。３点目は、再開の見通し等はあるのか。 

以上３点について、ひとつ厚労省はどのよ

うに答えているかということを、お伺いをい

たしたいと思います。 

 ４点目は、教育行政についてです。小中学

校の適正規模、適正配置についてですけれど

も、国、北海道で示している指標は特にない

ということでした。私、一部から、あるから

聞いてみたらどうだというのが、ちょっとあ

ったもんですから、あえて質問したわけです

けれども、小中学校ともに 12 学級以上 18 学

級以下を標準としているという教育長の答弁

でした。 

小規模校の教育環境面でのメリット、デメ

リット、これはもう、いろいろあるというこ

とは理解するものの、現在、市内の小学校５

校、中学校４校あるんですけども、学級数等

で区分すると小規模校、大規模校、各学校ど

のような位置づけをされているのか、この点

については、ひとつ再質問をいたしたいと思

います。 

 それから、コミュニティ・スクールのこと

につきましては、美唄の導入は検討していな

いという答弁でした。いざ、これを実践する

となると、かなり内容的な面でお伺いしなけ

ればならないと思いますけども、ただ、文科

省は、全国で１割の 3,000 校の目標があるわ

けなんです。三笠小、三笠中の実施状況等を

踏まえまして、立地条件がいろいろあるにし

ても、市でも、やっぱり検討する余地、要素

というのが必然的に出てくるんでないかと将

来思っております。 

その場合につきましては、また、別の角度

の中からご質問をしたいと思いますけれども、

今のところ、コミュニティ・スクールについ

ては答弁をいただいておりますので、再質問

はございません。 

以上、この場での質問を終わりたいと思い

ます。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 森川議員の質問にお答え

いたしします。 

 初めに、小泉元首相の発言についてであり

ますが、私としましては、小泉元首相の原発

ゼロ発言は、国民・世論への影響は少なから

ずあるものと考えておりますが、先ほどもご

答弁申し上げましたとおり、原子力発電に依

存しない電力の安定供給が重要であると認識

しているところでございます。 

また、原子力発電及び再生可能エネルギー

を含めたエネルギー政策については、国が責

任を持って行うべきものと考えているところ

でございます。 

 次に、子宮頸がん予防ワクチンについてで

ありますが、初めに、子宮頸がん予防ワクチ

ン接種の「積極的な接種勧奨の一時差し控え」

について、６月 14 日付で厚生労働省から勧告

が出されたところであります。 
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厚生労働省によりますと、ワクチンとの因

果関係を否定できない持続的な痛みなどの副

反応が接種後に特異的に見られたことから、

適切な情報提供ができるまでの間、積極的な

接種勧奨を一時的に差し控えるべきとされた

ところでございます。 

 次に、一時差し控えの具体的な措置につい

てでありますが、接種対象者やその保護者に

対して、広報紙やポスター、あるいはインタ

ーネットなどを利用して、接種を受けるよう

勧奨することに加え、標準的な接種期間の前

に、接種を促すはがきなどを各家庭に送るこ

とや、様々な媒体を通じて積極的な接種を呼

びかけるなどの取り組みを一時差し控える内

容となっております。 

 次に、再開の見込みについてでありますが、

子宮頸がん予防ワクチン接種の副反応につい

て可能な限り調査を実施し、速やかに専門家

の会議による分析・評価を行った上で、改め

て判断すると伺っているところでございます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君 森川議員のご質問にお

答えいたします。 

 市内小中学校の学校規模等についてでござ

いますが、学校教育法施行規則に定める標準

規模として、小中学校ともに 12 学級以上 18

学級以下とされており、美唄市でこれに該当

する学校は、小学校では東小学校、中学校で

は該当校はありません。 

なお、空知教育局管内公立小・中学校教職

員人事異動実施要項では、学校規模などによ

り、管内の学校をＡ・Ｂ・Ｃの３区分に分け

ており、本市でＡ区分に該当する学校は、中

央小学校、東小学校、美唄中学校、東中学校

であり、Ｂ区分に該当する学校は、峰延小学

校、茶志内小学校、南美唄小学校、峰延中学

校、南美唄中学校となっております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ６番、森川明議員。 

●６番森川明議員 市長、実は、小泉元首相

のいわゆる原発の関係ですけれども、その発

言に対しては、元首相であるということで、

コメントは何か差し控えたいというみたいな、

ありありと答弁からは伝わってくるんですよ。 

発言に対しては、国民・世論の影響が、こ

れはもう少なからずあるということで、小泉

発言に対して、市長は同調することが多いん

ではないかというにも判断するんですけれど

もね。その辺どうなんでしょうかね。 

というのは、これは同じことの繰り返しに

なったら、これもう、それ以降は質問しませ

んけれども、最終処分場の場合を見てみまし

ても、実は、日本は努力によっては原発ゼロ

にはできると言っているんですよ。世界では

ものすごくこれ、広がっていますね。福島原

発のあの過酷な事故から各国は考え直してき

てるということです。 

ドイツは、メルケル政権、22年までには脱

原発を確定しています。スイス、ベルギーも、

さらに日本が原発を輸出しようとしていたリ

トアニア、白紙になりました。アメリカもブ

ッシュ以降、シェールガスの普及で原発の閉

鎖が相次ぎ、フランスも 25 年まで３分の１に

削減し、中国も目標の一部下方修正を、建設

凍結の原発もあるわけなんです。オーストラ

リア、ブルガリア、イタリア、ギリシャ、ベ

ネズエラ、チリ、イスラエル、クウェート等



 - 35 - 

もゼロの再確認をし、中止の決定をしている

んです。 

世界各国はこのように、自然エネルギーは

伸びているということで原発を中止をしよう

としている中で、日本も、３割が省エネルギ

ー、５割が自然エネルギー、２割を化石エネ

ルギーで克服できると、節電も定着をしてき

ているということです。 

ですから、小泉元首相の考えは、可能性あ

るということで、私は強調しておきたいと思

いますけれども、市長の本当、率直な気持ち、

どう考えているかということを、もう一度触

れてみていただけませんか、そのことをお伺

いしたいと思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 森川議員の質問にお答え

いたします。 

 小泉元首相が主張する原発ゼロの発言につ

きましては、先ほどのご答弁のとおり、国民

や世論には少なからず影響があるものという

ふうに受けとめております。 

原発のあり方については、いろいろと意見

が分かれるところでございますし、また、一

部の首長が原発ゼロに賛同する旨の報道もご

ざいますが、私は、原発につきましては、こ

れも繰り返しになって恐縮なんですけれども、

国がエネルギー政策の中で、責任を持ってし

っかり対応すべきものというふうに考えてい

るところでございます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 桜井議員の質問は、午

後からといたします。 

 午後１時１５分まで、休憩いたします。 

 

   正午 １２時 １０分 休憩 

   午後  １時 １５分 開議 

  

●議長内馬場克康君 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 桜井議員の質問から入ります。 

８番、桜井龍雄議員。 

●８番桜井龍雄議員（登壇） 平成 25 年度第

４回定例会に当たり、大綱３点について、市

長にお伺いいたします。 

 大綱の１点目は、公共的施設の利活用につ

いてであります。長年にわたり、地域に親し

まれた誇り高き伝統を築いてきた学舎である

専修大学北海道短期大学、美唄工業高校、西

美唄小学校、西美唄保育所が、近年の少子化

の影響により市内の学校の統廃合が進み、廃

校が決まった地域では、その使命を終えたと

ころであります。 

これらのことを踏まえ、市内の公共的施設

について、市では現在、それぞれ跡地利用等

の検討がなされていると思いますが、次の５

点について、お聞きいたします。 

 その１つ目は、専修大学の跡利用の交渉状

況について、専修大学北海道短期大学は、開

道 100 周年に当たる昭和 43 年に、北海道農業

の発展の担い手となる技術者を養成する高等

教育機関として、美唄市民はもとより道民の

期待を担って、専修大学美唄農工短期大学と

して開学し、昭和 48 年には、校名を専修大学

北海道短期大学に改め、北海道の開発、国土

の開発に欠かせない農業、土木技術者の育成

や、広く地域社会、産業界、商業界で活躍す

る人材育成などを行い、多くの卒業生を社会

へ輩出しました。しかしながら、少子化時代



 - 36 - 

を迎え、本年６月８日、専修大学北海道短期

大学は、その歴史に幕を閉じました。 

閉学となった専修大学の跡利用について、

市は、施設の継続活用に関する要望書を提出

しておりますが、学校法人専修大学との交渉

状況についてお伺いいたします。 

 その２つ目は、旧美唄工業高校の跡利用に

ついてですが、高校は、北海道教育委員会の

所管ですので、協議の状況について。 

 その３つ目は、旧光珠内、旧茶志内、旧西

美唄小学校の跡利用についてですが、インタ

ーネット公募で売却するとのことであったが、

売却予定価格と入札の結果について伺いたい。 

また、旧西美唄保育所の跡利用についても

伺いたい。 

 その４つ目は、老朽化した教員住宅の解体

が進んでいるが、これまでの状況と今後の取

り壊しが必要な住宅の見通しについてお伺い

いたします。 

 その５つ目は、北海道中央コンピュータ・

カレッジについてですが、当時の労働省の所

管である特殊法人労働福祉事業団が昭和 63

年から平成３年にかけて、全国に 15 箇所のカ

レッジを設置し、本市においては、職業訓練

法人美唄情報開発学園が運営主体となり、平

成元年に開校されたものと承知しております。 

その後、全国のカレッジの多くが閉校する

中、美唄市においては開校以来、一度も定員

を満たすことなく現在に至っているところで

ありますが、来年度以降の運営等についてど

のように進めていくか、市長にお伺いいたし

ます。 

 大綱の２点目は、人事行政についてであり

ます。職員の再任用についてお聞きいたしま

す。国から地方公務員の雇用と年金の接続と

いうことで要請があり、本市においても再任

用を実施するとなっていますが、再任用に関

する経過と来年度の再任用対象者数と希望人

数、給料・勤務等の条件、国と異なる本市独

自の取り組みなどについて、市長にお伺いい

たします。 

 大綱の３点目は、公共施設の更新について、

本市においては、学校の耐震化は進んでいる

ようですが、主な公共施設の耐震化の現状と

今後の耐震化について、現在、公共施設で耐

震化が必要とされる施設名についてお聞きい

たします。 

以上で、この場からの質問を終わらせてい

ただきます。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 桜井議員の質問

にお答えいたします。 

 初めに、公的施設の利活用について、専修

大学北海道短期大学の跡利用の状況について

でありますが、市としましては、昨年 11 月

21日に市、市議会、商工会議所、短大後援会

の連名で、施設の継続活用に関する要望書を

提出したところであります。 

学校法人専修大学では、これまで、専修大

学北海道短期大学閉鎖業務プロジェクトで、

備品等の処分を行う手続が進められてきまし

たが、本年 10 月 10 日には、学校法人専修大

学担当理事が来庁し、学内の状況報告を受け、

私から、早急に協議の場を設けていただくよ

う申し入れを行ったところであります。 

また、学校法人専修大学においては、現在、

校地等の利活用を含む、短期大学の廃止業務

全般について慎重に検討を行うため、新たに
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「専修大学北海道短期大学廃止業務プロジェ

クト」を設置したところであり、第１回会議

を本年 11 月 27 日に開催し、市からの要望書

も含め検討を行っていると伺っております。 

このため、大学との協議の場を早急に設け

ていただくよう再度申し入れを行い、短大施

設の継続活用に関して要請を行ってまいりた

いと考えております。 

 次に、旧美唄工業高校の跡利用についてで

ありますが、これまで、庁内職員で構成する

コミュニティ施設審議委員会において検討を

行ってまいりました。 

校舎については、建築後 35 年から 47 年を

経過し、老朽化による多額な改修費用が見込

まれることから、市としては使用しないこと

とし、屋内体育館等の体育施設については、

老朽化により平成 26 年度末をもって廃止す

ることとしている体育センターの代替施設と

して活用できないか、現在、北海道教育委員

会と協議を行っているところでございます。 

 次に、旧光珠内、旧茶志内、旧西美唄小学

校、旧西美唄保育所の跡利用についてであり

ますが、旧小学校施設のインターネット公売

につきましては、不動産鑑定に基づき各施設

の最低売却価格を、旧光珠内中央小学校は 511

万円、旧茶志内小学校は 564 万円、旧西美唄

小学校は 1,348 万円として、10 月 25 日から

11 月 12 日まで入札申し込みを受け付けまし

たが、応募がなく入札には至りませんでした。 

今後、募集要領等を再検討し、改めて公募

したいと考えております。 

また、旧西美唄保育所につきましても、今

後、売却する方向で検討したいと考えており

ます。 

 次に、老朽化した教員住宅の今後の見通し

についてでありますが、老朽化して使用でき

ない教職員住宅につきましては、平成 23 年度

から順次解体を進めており、平成 23 年度は、

東小学校の３棟９戸、平成 24 年度は、中央小

学校の６棟 17 戸、南美唄小学校の２棟４戸、

平成 25 年度は、東小学校の６棟 18 戸、南美

唄中学校の１棟１戸、旧東栄小学校の２棟２

戸、旧茶志内小学校の２棟２戸、旧光珠内中

央小学校の３棟５戸の解体を実施いたしまし

た。 

今後、解体が必要な住宅は、西美唄地区の

昭和 50 年及び昭和 51 年建設の２棟３戸とな

っており、この２棟につきましては、来年度

の解体を計画しているところであります。 

 次に、北海道中央コンピュータ・カレッジ

についてでありますが、本年５月の美唄情報

開発学園の通常総会において、平成 26 年度に

入学する学生の募集を停止することとしたと

ころであります。 

在籍している学生が卒業するまでの間は、

引き続き、自衛隊退官予定者の再就職を目的

とした技能訓練のほか、ハローワークとの連

携を強化して、国や道のパソコン等、職業訓

練の受講者確保に努めることとしているとこ

ろであります。 

市としましては、現状の学生数を踏まえる

と、経営的には相当厳しいものと受けとめて

いることから、学生が卒業した段階での運営

のあり方について、美唄情報開発学園と協議

するとともに、他の用途への転用の可能性に

ついても庁内で検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、人事行政について、再任用について
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でありますが、地方公務員の再任用に関して

は、国が地方公務員法の改正を見送り、本年

３月に総務副大臣から雇用と年金の接続につ

いて、能力・実績に基づく人事管理を推進し

つつ、地方の実情に応じて必要な措置を講ず

るよう地方自治体に要請があったところであ

ります。 

このことを受け、本市では、条例は改正せ

ず、要綱を制定して運用することとし、来年

４月の実施に向け準備を進めているところで

あります。 

今後の日程につきましては、再任用の運用

方針を職員に説明した上で、対象職員の意向

を確認し、職員任用委員会での選考により、

再任用の決定をすることとしております。 

来年度の再任用予定につきましては、本年

４月に事前意向調査を行ったところ、定年退

職予定者５名のうち１名の希望がありました

が、本年度中に再度意向調査を行うこととし

ており、現在のところは未定であります。 

再任用の任期につきましては、原則として

４月１日からの１年間とし、年金支給開始年

齢の年度末までは更新できるものとしており

ます。 

再任用職員の給料は、給与条例に規定して

いる職務の級に応じた給料月額を支給します

が、短時間勤務再任用職員は、勤務時間に応

じた額となります。 

職員手当は、通勤手当、時間外勤務手当、

期末・勤勉手当等を支給しますが、退職手当、

扶養手当、住居手当、寒冷地手当などは支給

しません。 

また、休暇制度は、基本的に退職前と同様

となりますが、年次休暇については定年前の

通算をしないものとしております。 

国家公務員との比較については、国では、

対象職員として早期退職者も一定の勤務年数

等と年齢要件により再任用できること、希望

があれば 65 歳までの年度末まで再任用の更

新ができること、再任用の職務の級を限定し

ていないことに対し、本市では、早期退職者

を再任用の対象としていないこと、更新は原

則として公的年金の報酬比例部分の支給開始

年齢に達する年度末とすること、職務の級を

１級から３級に限定することなどの違いがあ

ります。 

 次に、公共施設の更新について、耐震化に

ついてでありますが、本市には、耐震改修促

進法に規定する病院や学校など、多くの方々

が利用する特定建築物が合わせて 34 施設あ

り、耐震改修工事が完了した小中学校５施設

を含め、耐震性のある施設は 30 施設となって

おり、耐震化率は約 90％となっております。 

残り４施設の市庁舎、市立病院、市民会館、

恵風園・恵祥園につきましては、平成８年に

耐震診断を行っており、平成 24 年度には美唄

市公共施設耐震化庁内検討委員会を設置し、

施設の現状と今後の方針について検討してい

るところであります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ８番、桜井龍雄議員。 

●８番桜井龍雄議員 自席から、何点か市長

にお伺いいたします。 

 旧小学校施設は、再度、売却の公募をする

とのことですが、旧西美唄小学校はまだまだ

使用できる施設なので、売却先がない場合は、

地域住民による活用を考える必要があると思

うが、市長のお考えを伺いたい。 
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 次に、再任用についてお聞きいたします。

職員の新規採用については、採用試験には大

勢の方が応募されていると思いますが、再任

用が実施されますと、若い人の働く場が少な

くなると懸念されると思いますが、新規職員

採用の影響についてと本市職員の市外居住者

の再任用の対応について、市長にお伺いたし

ます。 

 次に、耐震化についてですが、特に市民の

利用度が高い４施設について、耐震化を進め

るべきではないかと考えるが、実施計画を含

め、今後の耐震化計画についての考えを市長

にお伺いいたします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 桜井議員の質問にお答え

いたします。 

 初めに、旧西美唄小学校の跡利用について

でありますが、旧西美唄小学校は平成５年建

築で比較的新しい施設でありますので、民間

等で活用していただくよう再度、売却に向け

た取り組みを進めてまいりますが、売却先が

決まらない場合には、改めて地域での活用が

可能かどうか、協議をさせていただきたいと

考えております。 

 次に、職員の再任用についてでありますが、

再任用に当たっては、各年度の退職者数や再

任用の希望の状況により、再任用のポストや

業務内容等について考慮することとしており、

極力、新規職員採用への影響を及ぼさないよ

う努めてまいりたいと考えております。 

また、再任用職員の居住地要件につきまし

ては、特に定めはありませんが、緊急時の対

応などがあることから、市内に居住すること

が望ましいものと考えております。 

いずれにいたしましても、制度の運用状況

を検証しながら、適正な人事管理に努めてま

いりたいと考えております。 

 次に、公共施設の耐震化についてでありま

すが、特定建築物４施設につきましては、災

害時には重要拠点施設となることから、耐震

化の必要性は高いものと考えており、市の地

震防災緊急事業５箇年計画として、平成 27 年

度までに整備することとしておりますが、財

政健全化計画中でもあり、これまで着手する

見通しが立っていないところであります。 

なお、今年度中に美唄市公共施設耐震化庁

内検討委員会で、耐震化に向けた方向性を示

すこととしております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ８番、桜井龍雄議員。 

●８番桜井龍雄議員 公共的施設の利活用で

すが、廃校舎等について、民間事業者への売

却ができなかった場合は、スポーツ振興を通

じた交流人口増加を図るため、合宿所や宿泊

施設などの利活用を検討したらどうかと思い

ますが、市長の考えをお伺いいたします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 桜井議員の質問にお答え

いたします。 

 廃校舎等の合宿所や宿泊施設としての利活

用についてでございますけど、これまで、コ

ミュニティ施設審議委員会において、宿泊研

修施設や加工体験施設、農業用研修施設など、

公の施設としての活用について検討を行って

まいりましたが、事業の有効性や改修に要す

る財源の確保、施設の運営形態など課題も多

く、また、他市町の類似施設においても運営

上の課題も多いと伺っていることから、合宿
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所や宿泊施設など公の施設として、現時点に

おいては活用することは難しいものと受けと

めております。 

いずれにいたしましても、老朽化した施設

を放置し続けることは、安全面や景観など

様々な問題が生じてくることから、関係する

地元の住民の皆さんとの意見交換を行いなが

ら、適切な対応に努めてまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 

午後 １時３８分 延会 
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